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栃木県実業団剣道連盟 規約 

 

第１章 総 則 

第１条（名称） 

本連盟は、栃木県実業団剣道連盟（以下「本連盟」という。）と称する。 

 第２条（事務局） 

   事務局は、事務局長宅に置く。 

第３条（目的） 

本連盟は、剣道の健全な普及発展と振興を通して、実業人としての人格と体位の向上および相

互の親睦を図り、社会の発展に寄与することを目的とする。 

第４条（事業） 

前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

１． 剣道大会（個人戦・団体戦）の開催。 

２． 合同稽古会および研究会の開催。 

３． 功労者・優秀選手の表彰及び慶事。 

４． その他前条の目的達成に必要な事項。 

 

第２章 組 織 

第５条（組織） 

 本連盟の会員は、次の加盟団体および賛助会員をもって組織する。 

１． 県内に所在の企業体もしくは関連の傘下企業体。 

２． 県内に所在の官公署（除く：警察官、刑務官、自衛官、教員の属する団体）。 

３． 県内に所在の賛助会員。（個人または団体とし、実業団を支援していただける方） 

 

第３章 加盟および脱退 

第６条（加盟） 

   加盟は、前条の条件を備え、原則として理事会の決議を経て、所定の会費を納入して加盟でき

る。 

 第７条（脱退） 

１． 脱退は、原則として理事会の決議を経て脱退することができる。 

２． 加盟団体および賛助会員として、不適当と認められた時は、理事会の決議を経て脱退させ

る。 

 

第４章 役 員 

第８条（役員） 

１．会  長  １名 

２．副 会 長  若干名 

３．理 事 長  １名 

４．副理事長  若干名 
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５．常任理事  若干名（渉外・運営・強化・事務局等の各担当をもって充てる） 

６．理  事  各加盟団体１名以上および賛助会員２０名対して１名 

７．監  事  ２名 

８．事務局長  １名 

９．副事務局長 若干名 

10．幹  事  若干名 

第９条（役員の選出） 

役員選出方法は、次の順序で選任する。 

１． 理事は、各加盟団体より推薦された者および賛助会員の中から選任する。 

２． 会長および副会長は、総会において選任する。 

３． 理事長および副理事長は、会長が推薦し総会において選任する。 

４． 常任理事は、理事長が推薦し総会において選任する。 

５． 監事は、加盟団体の推薦により総会において選任し、他の役員を認めない。 

６． 事務局長および副事務局長は、理事長が推薦し総会において選任する。 

７． 幹事は、理事長が推薦し総会において選出する。 

第１０条（役員の職務） 

１． 会長は、本連盟を代表し、会務を総理する。 

２． 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

３． 理事長は、理事会および常任理事会を代表し、会長の指示により総会の決議を受けた事項

を総括運営する。 

４． 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。 

５． 常任理事は、常任理事会を組織し、本規約第１３条３．に規定する事項を協議するととも

に日常の本連盟業務を処理する。  

６． 理事は、理事会を組織し、本規約第１３条２．に規定する事項を決議する。 

７． 監事は、本連盟の会計および一般会務を監査する。 

８． 事務局長は、幹事の庶務・会計を統括する。 

９． 副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を代行する。 

10. 幹事は、事務局長を補佐し、庶務、会計を処理する。 

第１１条（役員の任期） 

１． 第８条の役員の任期は、1期２年とする。但し、再任は妨げない。 

２． 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第１２条（名誉会長・相談役・顧問および参与） 

１． 名誉会長1名、相談役・顧問および参与を若干名置くことができる。 

いずれも常任理事会で推薦し、総会に諮って会長が委嘱する。  

(1) 名誉会長および相談役は、本連盟の行為全般について会長の諮問に応える。 

(2) 顧問は、本連盟の重要事項について会長の諮問に応える。 

(3) 参与は、本連盟の会務について会長および理事会の諮問に応える。 

２． 名誉会長・顧問および参与の任期は、１期２年とし、再任は妨げない。 

相談役の任期は、２期４年までとし、任期満了後は、常任理事会で推薦し、総会に諮って

会長が顧問を委嘱する。 
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３． 名誉会長・相談役・顧問および参与は、総会・理事会に出席し、意見を述べることができ

る。 

 

第５章 会 議 

第１３条（会議） 

本連盟の会議は、総会、理事会、常任理事会とする。 

１． 総会は、本連盟の役員で組織し、会長が召集し年１回（原則として毎年５月）開催する。

なお、会議の議長は会長が行い次の事項を決議する。 

(1) 役員の選出に関する事項。 

(2) 規約、規定、内規等の改正に関する事項。 

(3) 予算および決算の承認に関する事項。 

(4) 事業計画の承認に関する事項。 

(5) 加盟および脱退に関する事項。 

(6) 常任理事会から付議された審議事項の決議。 

(7) その他必要な事項。 

２． 理事会は、会長・副会長・理事をもって組織し、理事長が必要と認めた場合、会長に諮っ

て召集し会議の議長は理事長が行い、次の事項を決議する。 

(1) 総会に付議すべき事項。 

(2) 総会の決議した事項の執行に関する件 

(3) その他必要な事項。 

３． 常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事で組織し、理事長が必要と認

めた場合、会長に諮って召集し会議の議長は理事長が行い、次の事項を協議する。 

(1) 総会および理事会提出議案に関する事項。 

(2) 本連盟運営上の必要事項に関する事項。 

(3) 緊急事項に関する事項。 

  なお、緊急止むを得ないものと認めた事項については、常任理事会の議決をもって理事会

の議決に代えることが出来る。ただし、次の理事会に報告し、承認を得なければならない。 

第１４条（会議の成立） 

   総会および理事会は、各選出理事の３分の１以上の出席をもって開催できる。 

   なお、代理出席を認める。 

第１５条（会議の決議） 

総会および理事会の決議は、各選出理事により行う。なお、会議の議事は、出席者の過半数を

もって決議し、可否同数のときは会長の決するところによる。 

第１６条（議事録） 

   総会および理事会の議事については、議事録を作成する。なお、議長が出席者に諮り指名した

議事録署名人（２名）が署名捺印する。 

 

第６章 会 計 

第１７条（会計） 

１． 会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 
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２． 経費は、会費・寄付金、その他の収入をもって当てる。 

３． 会費は、理事会で決定し納入する。 

４． 幹事は、会計簿を備えて整理し年に一度監事の監査を受ける。 

第１８条（会費および大会参加費） 

   １．年会費 

加盟団体会費および賛助会員会費。 

   ２．大会参加費 

(1) 「団体戦」参加企業。（男子・女子別１チーム当たり） 

(2) 「個人戦」参加選手個人。 

３．年会費および大会参加費は、理事会に諮り別に定める。 

 

第７章 附 則 

第１９条（附則） 

１． 本規約にない事項については、常任理事会で処理し、次の理事会に報告する。 

２． 本規約の円滑な運営を図るため、審判員規定並びに慶弔内規を設ける。 

３． 審判員規定並びに慶弔内規の実施日は、本規約の実施日とする。 

本規約は、昭和４５年４月 １日から施行する。 

     ・昭和４６年１月１０日一部改定 

     ・昭和５０年９月２０日全面改定 

     ・平成 ６年９月 ２日一部改定 

     ・平成１３年３月３１日一部改定 

     ・平成１９年５月１２日全面改定 

     ・平成２９年５月１３日一部改定 


